
指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表

№
議案
番号 施　　設　　名　　称 指定期間 指定管理者の候補者

選定
の方法

応募
団体数 選定委員会の選定理由（答申） 市からの委託料 担当課

1 101
佐伯市米水津ふるさと物産
館

令和８年４月１日から

令和13年３月31日まで

所在地　佐伯市米水津大字色利浦1533番地７
　
団体名　米水津水産加工協同組合

代表者　代表理事 山田　仁志

任意 －

　本施設は、平成８年度に、農林水産物及び加工品等、特産
品を販売し、情報発信の場、雇用創出の場をつくることで地
域の活性化を図ることを目的として設置され、当該地域で干
物加工を行う全事業者で組織する米水津水産加工協同組合
に、指定管理者制度移行後も引き続き管理を委託している。
米水津地域の干物加工は全国屈指のブランド力を確立してお
り、これは同組合が品質向上やマーケティングにたゆまぬ努
力を続けてきた賜物といえる。また、レストランでも、地元
ならではの新鮮な鮮魚や干物を使った料理を提供している。
さらに、これまで同組合による経営努力により、市からの支
出金は一度もなく、今後も健全な運営が図られるものと推察
される。
　以上のことから、地域に継続的な雇用を生み、地域を活性
化させ、さらには米水津（佐伯市）の水産加工品のブランド
力の維持、販路拡大に寄与することが見込まれるため、ヒア
リングを行い、選定基準に基づき審査した結果、特段問題な
く施設の管理を良好に行っていけると判断し決定した。

 令和８年度分
 【           0円】

 指定期間内の総合計
 【　         0円】

観光・国
際交流課

2 103
佐伯市シルバーワークプラ
ザ

令和８年４月１日から

令和13年３月31日まで

所在地　佐伯市長島町１丁目28番２号

団体名　公益社団法人 佐伯市シルバー人材セ
　　　　ンター

代表者　理事長 下川　健

任意 －

　本施設は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第５条
「地方公共団体は高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の
機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な
施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとす
る。」の規定に基づき、関連する各種事業を行うことを目的
として設置された施設である。同法第37条の規定に基づく指
定法人は、公益社団法人佐伯市シルバー人材センターのほか
にはないため、ヒアリングを行い、選定基準に基づき審査し
た結果、特段問題なく施設の管理を良好に行っていけると判
断し決定した。

 令和８年度分
 【  　　　　 0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

商工振興
課

3 105
佐伯市色利地区基幹集落セ
ンター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市米水津大字色利浦369番地

団体名　色利浦区

代表者　区長　塩月　文昭

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

4 105 佐伯市大内浦地区センター
令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市米水津大字色利浦369番地

団体名　色利浦区

代表者　区長　塩月　文昭

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

（令和７年第７回佐伯市議会定例会）
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5 105 佐伯市宮野浦地区センター
令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市米水津大字宮野浦672番地

団体名　宮野浦区

代表者　区長　髙橋　愛喜

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

6 105 佐伯市竹野浦地区センター
令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市米水津大字竹野浦255番地１

団体名　竹野浦区

代表者　区長　山田　健

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

7 105
佐伯市田鶴音構造改善セン
ター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市米水津大字浦代浦714番地

団体名　浦代浦区

代表者　区長　吉岡　時男

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

8 105
佐伯市海辺の村活性化セン
ター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市米水津大字浦代浦714番地

団体名　浦代浦区

代表者　区長　吉岡　時男

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

9 105 佐伯市山梨子研修施設
令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市弥生大字山梨子1608番地

団体名　山梨子区

代表者　区長　矢野　富弘

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

10 106
佐伯市床木上生活改善セン
ター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市弥生大字床木2228番地

団体名　床木１区

代表者　区長　河野　年宏

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

11 106
佐伯市川中生活改善セン
ター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市弥生大字尺間2352番地

団体名　尺間４区

代表者　区長　河合　幸治

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課
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12 106
佐伯市床木第３生活改善セ
ンター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市弥生大字床木608番地７

団体名　床木３区

代表者　区長　河野　貞志

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

13 106
佐伯市尺間生活改善セン
ター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市弥生大字尺間2352番地

団体名　尺間地区

代表者　地区会長　河合　幸治

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

14 106
佐伯市床木第４生活改善セ
ンター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市弥生大字床木39番地

団体名　床木４区

代表者　区長　御手洗　幸生

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

15 106
佐伯市間越地区生活改善セ
ンター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市米水津大字浦代浦1812番地

団体名　間越区

代表者　区長　嶋原　隆之

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

16 107 佐伯市鶴見農産物等直売所
令和８年４月１日から

令和13年３月31日まで

所在地　佐伯市鶴見大字吹浦1865番地１

団体名　有限会社　芦苅水産

代表者　取締役　芦苅　誠仁

公募 1

　申請団体は1団体であった。選定においては、各委員が客観
的かつ公平、公正な視点から厳正に審査に当たった。その結
果選定された団体は、総合得点（評価点の合計の平均点）が
基準点（50点）を満たしており、指定管理者の候補者として
適当であると判断したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

17 108 佐伯市深島みそ生産施設
令和８年４月１日から

令和13年３月31日まで

所在地　佐伯市蒲江大字蒲江浦3249番地30

団体名　ディープマリン

代表者　代表　安部　達也

公募 1

　申請団体は1団体であった。選定においては、各委員が客観
的かつ公平、公正な視点から厳正に審査に当たった。その結
果選定された団体は、総合得点（評価点の合計の平均点）が
基準点（50点）を満たしており、指定管理者の候補者として
適当であると判断したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

農政課

18 109
佐伯市山口地区林業集会セ
ンター

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市大字青山21番地３

団体名　山口区

代表者　区長　矢野　孝一

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

林業課
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19 109 佐伯市重岡集会センター
令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市宇目大字重岡319番地４

団体名　重岡区

代表者　区長　石井　松男

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

林業課

20 109 佐伯市岩崎集会センター
令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市宇目大字千束2077番地

団体名　岩崎区

代表者　区長　渡邊　寬

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

林業課

21 111 佐伯市間越特産品加工施設
令和８年４月１日から

令和13年３月31日まで

所在地　佐伯市米水津大字浦代浦1812番地

団体名　間越区

代表者　区長　嶋原　隆之

任意 －
　本施設は、地域活性化の活動拠点として使用していること
から、引き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であ
ると判断したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

水産課

22 112 高松地区漁村センター
令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市葛港17番１号

団体名　大分県漁業協同組合　佐伯支店

代表者　支店長　神田　豊弘

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

水産課

23 112 荒網代地区漁村センター
令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市葛港17番１号

団体名　大分県漁業協同組合　佐伯支店

代表者　支店長　神田　豊弘

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

水産課

24 112
竹ケ谷地区健康管理増進施
設

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで

所在地　佐伯市葛港17番１号

団体名　大分県漁業協同組合　佐伯支店

代表者　支店長　神田　豊弘

任意 －
　本施設は、地区の集会所として使用していることから、引
き続き、地元地区等に管理を任せることが適当であると判断
したため

 令和８年度分
 【   　　　　0円】

 指定期間内の総合計
 【　　　　　 0円】

水産課
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